






○月～金曜日　　午前9時～午後8時

○土・日・休日　　午前9時～午後5時

※休館日 （年末年始（12月28日～1月3日）、保守点検日）を除く

始期 終期 始期 終期 始期 終期

ホール
利用日前6か月
の同日

利用日前10日
利用日前5か月
の同日

利用日前10日
利用日前2か月
の同日

利用日前10日

ホール

　舞台のみ

展示室

研修室

講習室

和室

※利用申し込み受付期間の始期又は終期の日が休館日に当たるときは、その直後の

　　開館日を始期又は終期の日とします。

※施設の連続利用ができる期間は、4日間です。

※2日以上連続して利用する場合は、その最初の日を利用日とします。

○9時までに来館した先着順です。ただし、9時の時点で希望者が重複した場合は、

　　くじ引きによる抽選とさせていただきます。

○本申請・・・直接事務室にお越しいただき、所定の利用申請書に必要事項を記入し、

提出してください。

書類の審査が済みましたら、使用料を納付（前納）して下さい。利用承認書を

交付します。

○仮予約・・・受付期間の始期を過ぎている場合で、確実に本申請をしていただくことを

前提に、電話等で仮予約いただけます。

仮予約いただいた日を含め3日以内に本申請をお願いします。

※次の施設において、市長が定める期日に空きが有る場合には、福祉利用の枠内で

　　相互に利用することが出来ます。

（ア） おおむね６０歳以上の者の利用に供する施設 第１和室

（イ） 障害者の利用に供する施設 第２和室

（ウ） 母子家庭等の利用に供する施設 第３和室

※市長が定める期日は、規則により　「利用日の１ヶ月前」　とする。

　 いつでも、どなたでも利用できます。ただし、特定のグループでの占有利用はできません。

市外居住者

利用日前5か月
の同日

利用日前1か月
の同日

利用日前1か月
の同日

福祉利用施設の利用者間の相互利用等

一般

利用日前3日

※保育室の利用について

―

申し込み方法

申請区分

市内居住者

―

社会福祉団体等

申し込み受付時間

利用日前1か月
の同日

利用日前3日

利用日前6か月
の同日

利用日

利用日前3日

利用日

申し込み受付期間
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施設の利用料金

■利用料金一覧表 ※ 令和3年4月1より、ホールの利用料金を改定しました。

午前 午後 夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時

平　　日 6,700 円 13,300 円 17,300円 37,300 円

土・日・休日 10,500 円 17,000 円 22,100 円 49,600 円

2,400 円 3,400 円 3,700 円 9,500 円

1,600 円 2,100 円 2,400 円 6,100 円

900 円 1,200 円 1,400 円 3,500 円

1,000 円 1,400 円 1,500 円 3,900 円

3,900 円 －

1,400 円 －

800 円 －

800 円 －

・利用時間には、準備や後片付けなどに要する、すべての時間を含みます。

・継続して利用する場合の利用料金は、各利用単位の利用料金の合算額となります。

・ホールを舞台のみで利用する場合の利用料金は、ホール基本利用料金の50％の金額です。

・社会福祉団体等が利用するときは、利用料金が減免される場合があります。

■加算利用料金　（営利目的等による基本利用料金に加算する額）
（１）

例)

（2）

例)

■利用時間の繰上・延長　（利用施設の1日の基本利用料金の額の10％）
例)

注、1

注、2

注、3

区　　　　分
1人当たりの入場料等の最高額

利用単位

ホ
ー

ル

第　1　展　示　室

第　2　展　示　室

研　　　修　　　室

講　　　習　　　室

大　　　和　　　室
※和室の午前・午後は、高齢者・障害者・
母子家庭等の団体が利用されるため、
一般の方はご利用いただけません。
※一般の方の利用は、18時～22時です。

第　　1　　和　　室

第　　2　　和　　室

第　　3　　和　　室

商業の宣伝、商品の販売その他これに類する目的のために利用するときは、利用単位の基本
利用料金に次の表に定める率を乗じて得た額を加算します。

・「繰上利用：（08:30～09:00）」＝950円

そ　の　他　の　施　設

150% 150%

120% 130%

加算率

1,001円以上 130%

「第1展示室・午前（基本利用料金＝2,400円）」を入場料1,500円を徴収して、利用した場合

・「加算利用料金：（130％）」＝3,120円 合計＝5,520円

合計＝5,520円

・ホール器具の繰上は、開場時間を基準とし、開演後に使用した器具全てを対象とする。（利用単位ごと）

・付属設備・器具等利用で繰上・延長した場合は、器具等の1日（3回）の基本利用料に、
10％を加算する。

・「延長利用：（12:00～13:00）」＝950円

301円以上1,000円以下 80%

30%300円以下

(1) 以外の場合で、入場料を徴収するときは、利用単位の基本利用料金に次の表に定める率を
乗じて得た額を加算します。

1人当たりの入場料等の最高額

「第1展示室・午前」の利用で 繰上・延長 した場合 （1日の基本利用料金＝9,500円）

・「第1展示室：午前利用料金」＝2,400円

合計＝4,300円

・各々の施設を有料加算で利用し、かつ繰上・延長の場合は、当該施設の1日の基本利用料に、
10％を加算、加えて当該施設の利用単位の有料加算の額にも10％を加算する。

1,000円まで（無料の場合を含む）の
場合の加算率

1,001円以上の場合の加算率

ホ　　　　ー　　　　ル

「第1展示室・午前（基本利用料金＝2,400円）」を営利目的で、かつ、入場料1,500円を徴収して
利用した場合

・「加算利用料金：（130％）」＝3,120円
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■器具等

区
分

器具名
単
位

1回の
利用料金

区
分

器具名
単
位

1回の
利用料金

区
分

器具名
単
位

1回の
利用料金

ボーダーライト 1列 700 円 平台 1台 250 円

ひもうせん 1枚 250 円

金びょうぶ 1双 1,100 円 マイクロフォン 1本 700 円

ロアーホリゾンライト 1本 200 円 上敷ござ 1巻 250 円 ワイヤレスマイク 1本 1,100 円

長座布団 1枚 250 円 マイクエレベーター 1台 500 円

松羽目 1式 1,100 円 テープレコーダー 1台 1,100 円

演卓 1式 500 円 カセットテープデッキ 1台 1,100 円

ＭＤプレーヤー 1台 1,100 円

ＣＤプレーヤー 1台 1,100 円

映写機 1台 1,100 円 残響付加装置 1台 1,700 円

スクリーン 1式 1,100 円 マイクつり装置 1組 250 円

ステージスピーカー 1台 900 円

ランプピン 1台 600 円 はね返りスピーカー 1台 600 円

エフェクトマシン 1台 1,100 円 地がすり 1式 700 円 持込器具 1Kw 250 円

めくり台 1台 150 円

・利用料はホールの利用単位による午前、午後、夜間の区分ごとにそれぞれ1回とします。

・午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合は2回、全日で利用する場合は3回とします。

・器具代の算出基準は、開場時間です。

■楽屋

・使用料は利用施設の利用単位による午前、午後、夜間の区分ごとにそれぞれ1回とします。

750　円

750 　円

100 　円

500 　円

プロジェクター

スクリーン

レーザーポインター

Ｃ Ｄプレーヤー

１台

１台

1本

1台

1式 250 円

ピアノ
（ヤマハＣ７）

1台

その他施設の附属設備の利用料金

午　前

150 円

照
　
　
　
　
　
明

そ
の
他

拡声装置
（マイク3本つき）

1式

９時～22時

150 　円

単　　位

1　枚

800 円

1,400 円

指揮台
（譜面台付）

2,900 円

スポットライト
（1kW）

1台 250 円

アッパーホリゾン
ライト

1列 800 円

音
　
　
　
　
　
響

スポットライト
（500W）

1台

1,100 円

クセノンピン
スポットライト

1,100 円

プロジェクト
スポットライト

1台

1台

スポットライト（100W）

持込器具

250 円

＊継続して利用する場合の利用料金は、各利用単位の利用料金の合算額となります。

100　 円

250　 円

1回の利用料金

1　個

1　Kw

器具名

パネル

3,400 円

2,100円

第 　1 　楽 　屋

第 　2 　楽　 屋

800 円

600 円

1,500 円

1,200 円

午　後 夜　間
利用単位

9時～12時 18時～22時

舞
　
　
　
　
　
台

波のエフェクトマシン 1台

全　日

13時～17時

器具名 単　　位 1回の利用料金

貸出器具の利用料金 （注、１行事につき1回とする）

700 円

ホール附属設備等の利用料金

ワイヤレスアンプ（拡声器） 1台 750 　円

ホワイトボード 1台 250　 円

ノートパソコン 1台 750 　円
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